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ビ ュー ポ イ ン ト

社 会 に お け る 生 命 倫 理 、 生 命 倫 理 に お け る 社 会

``S
ocietゾ'in the Sociology of Bioethics

皆吉 淳平

1.社 会への問いと生命倫理

 社会 とは何か。 「社会」そのものを問 うことは、社会学の根本に位置つ く問題意識 である。 「生命

倫理」を問 うことも、 この 「社会」への問いか らは じま り、そこに収敏す る。

 クロー ン技術や胚性幹細胞(ES細 胞)を めぐる研究、ヒ トゲノムの解読など、生命科学の研究成

果 から輝か しい未来予測が語 られている。その一方で、 これ らのテ クノロジーは 「生命倫理が問わ

れる」もの とされ、「生命倫理」についての様々な言葉が溢れている。このような状況か ら、日本 に

おいて 「生命倫理」 とい う言葉 は、既に市民権 を得た と言 えるだろ う。そ してこの事は同時に、「生

命倫理」を様 々な文脈において多様な意図 を込めて語 る社会が出現 したことをも示 してい る。

 そもそも 「生命倫理」 とい う言葉は、bioethicsの 訳語 として1980年 代半ば頃、 日本に導入 され

た。そのbioethicsは 、アメリカで1960年 代以降に誕生 し、公領域へ と進展 していった。 bioethics

の制度化の歴史は、医療に関わる意思決定の主体が、医師から医師以外の人々へ と広げられてゆく

過程 として考えることができる。 こうした制度化の歴史を参照す るならば、 「生命倫理が問われる」

とい うのは、医療における既成の秩序編成(専 門家支配)に 対 して批判的なまなざしが向けられる

ことであ り、医療に関わる意思決定をめぐって専門家である医師 と(医 師以外の人々 とい う意味で

の)社 会 との関係性に変化が生 じている状況だと考えられ る。

 「生命倫理の社会学sociology of bioethics」 あるいは 「メタ ・バイオエシ ックス」 として現れつ

つある領域 は、bioethicsを 社会的な現象 として位置づけ、 bioethicsを 生み出 した社会その ものへの

問いを根底 に抱いて展開 されているのだと思 う。

 「生命倫理の社会学」の草分けであるR.フ ォックスは、社会学者 が 「もっと積極的にbioethics

へ関わるべきであ り、単なる観念的 ・経験的 ・政策的な貢献をす るだけではなく、bioethicsを 社会

文化的な現象 として分析せねばならない」と述べている(Fox 1989:266;フ ォックス2003:93-108)。

彼女はbioethicsが 生まれつつあった1970年 代か ら一貫 して、「生命倫理」を当為や倫理規範 に関す

る観 念的な問題 としてではなく、社会文化的な出来事 として分析す ることの必要を述べていたのだ。

 社会学や社会科学か らのbioethicsへ の接近には、医療における意思決定をめぐるエスノグラフィ

ーがある。制度 としてのbioethicsに 対 して、その現場での葛藤 や実態 を明らかにす る。また、歴史

的なアプロ0チ もある。公民権運動や消費者運動 とい う社会背景、「権利」な ど個人主義的な諸価値

への傾倒、医療専門職への信頼、さらに保険な どの諸制度 を考慮 し、アメ リカのbioethicsが 制度化

された歴史を読み解いてゆく。これはbioethicsが いかに専門職 として制度化 してゆくか、とい う視
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点でもある。このアプローチは、アメリカのbioethicsを 、アメ リカ社会に独特なものとして、相対

化 してゆくものである。

 このように生命倫理への社会学的探求は、意思決定をめぐる秩序生成の現場を、あるいはbioethics

とい う制度 を対象 とす る。社会的な現象 としてbioethicsを 捉えることによって、その秩序によって

成立 している社会、 さらに生命倫理を語る社会そのものへの問いを内包 してい るのだと言えるであ

ろ う。

2.脳 死臓器移植と社会的合意

 「生命倫理」を問うこと、それ自体に社会への問いが内包されているのであれば、生命倫理が語

られる中で 「社会」に言及されることになるだろう。そして実際に、脳死臓器移植問題では 「社会

的合意(コ ンセンサス)」の有無が繰 り返し問われるというかたちで、「社会」に言及されていた。

 1980年 代から1990年 代の脳死臓器移植問題は、日本において最も広く議論がなされた生命倫理

の問題である。この論議を通して、日本における生命倫理という問題群あるいは領域が広く認知さ

れたと言っても過言ではない。そして脳死臓器移植論議における 「社会的合意」は、生命倫理にお

いて重要とされる理念の発見を導くものだった(皆 吉2005b)。

 そこでは 「社会的合意」が3つ の水準で語られ、それぞれの水準において異なる 「社会」イメー

ジがあった。それは、意思決定の水準における合意当事者 としての 「社会」であり、移植の実効性

の水準における臓器供給源としての 「社会」であり、現象理解の水準における規範の源泉あるいは

生物医学的思考の外部としての 「社会」であった(皆 吉2005c)。 こうした知見から、生命倫理にお

いて言及される 「社会」は非常に限定的でありながら政治的であり、コンテクス トっまり生命倫理

を語る社会から切 り離して論じることはできないのだと思 う。

 社会とは何か。それは生命倫理を語る社会と、生命倫理において語られる 「社会」との往復運動

によって紡ぎだされるものなのではないだろうか。

3.社 会学と生命倫理

 生命倫理 を対象 とする社会学には、危 うさもある。生命倫理の社会学には、生命倫理的課題に対

す る社会科学的研究の有す る影響、生命倫理をコンテクス トに定位 させる研究がもた らす影響があ

る。 こうした 自らの研究に対する リフ レクシ ョンにおいて念頭に置かれているのは、生命倫理の世

俗化 あるいは脱道徳化がもた らす影響であ り、例 えば臓器移植 とい う問題群においては、人体の資

源化お よびその流通の市場化への視点である(Fox&DeVries 1998:275-6)。 生命倫理が 「倫理

ethics」 である基盤 に、社会学は敏感でなければいけないのだ。

 生命科学の研究成果 は医療を介 して社会へ と還元 される。新たなテクノロジーは、人々に生への

希望を与え、その希望によって も支えられている。生命科学には経済的な利害関係が背後に潜むと

しても、「生きたい」 とい う意志を誰が否定できるだろ うか。 しか しなが ら、生への欲望には際限が

ない。臓器売買のように、生きるためであっても越 えてはな らない一線 を引くのが、「倫理」なので
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はないだろうか。

 こうした危 うさを自覚しつつも、生命倫理を対象とした社会学が必要だと思うのは、それが社会

学の根本的な問題意識である、「社会」への問いを内包するからである。

 「社会」は医療に生を託す患者や家族など当事者の声を掻き消す。この意味において 「社会」は、

個人と全体社会とを分断する。しかし一方で、生命倫理においても重要な 「権利」とい う概念は、

個人の意思決定を全体社会へとつなぐ力となる。ここでは個人の権利 と 「社会」とが対立する。感

染症対策においても、個人(の 権利)が 全体社会の利益のために、一方的に無効化される。しかし

HIV/AIDSに おいては、人権の保障によって感染症対策が実効化 している。ここでは普遍的な人

権とい う概念が、個人と全体社会とをつなぐ装置となっている。

 生命倫理は 「尊い生命」をめぐって、個人と全体社会との接続/切 断が先鋭化する領域なのであ

る。生命倫理を語る社会を問うことは、現代社会において個人と全体社会との関係性を考えること

であり、「社会」という言葉がどのような意味を持っているのかを明らかにすること、さらに 「社会

とは何か」を明らかにすることにつながるのである。

 歴史的にみれば、優生学の出現は20世 紀最大の生命倫理問題であった。20世 紀初頭に制度とし

て社会学が確立する際には、この優生学との関係が強く意識されていた。イギリスでは優生学者 と

ともに社会学会が設立されていたのだった(皆 吉2005a)。 社会学の歴史が示唆するのは、生命倫理

が 「社会」への問いだけではなく、「社会学への問い」も内包しているということではないかと思う。
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